
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年５月１日 

発行：大島交流センター 

電話：４５－１００６ 

ニュース・情報 

お寄せください。 
 

 

 

１）高齢者にやさしい 

福祉の推進事業         

２）豊かな心で育てよう 

ふれあい交流 

３）歴史と自然を守り 

   伝統文化の伝承 
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平成２７年５月１日発行 

  下水清掃・放水訓練のお知らせ 
 

  近藤 武 

 

  美化推進の一環として、下水清掃及び放水訓練

を実施予定しています。 

  各自治会長の指示により、安全に作業を進めて

いただけますようお願いいたします。 

  

 

新居浜市花壇コンテストの実施について 

 

 「えひめ国体に向けた花いっぱいの美しい

まちづくり推進事業」の一環として花壇コ 

ンテストを行います。 

原則として、種子から育てた草花で地植え

やプランター等による花壇とします。 

 応募対象期間は、平成２７年８月２０日～

２７年９月１５日となりますので、これから

種まきをしようと思われる方々の応募を心

よりお待ちしております。 

 

応募先：各校区公民館 

 

第２号  

   

 

愛媛県地震被害調査では、南海トラフ巨大地震による屋内転

倒落下物等による死者は、家具等の転倒防止対策の実施により

約７分の２に軽減されると想定されます。 

このようなことから、高齢者などの世帯を対象に、家具転倒

防止等推進事業を実施しています。 

安全な住まいづくりの第１歩として、是非ご活用ください。 

対象世帯 

市内に居住し、次のいずれかに該当する人のみ世帯 

①６５歳以上の人 

②介護保険法に基づく、要介護度が要支援１、２または要介護

１～５の認定を受けた人 

③身体障害者手帳１、２級を所持している人 

④療育手帳を所持している人 

⑤精神障害者保健福祉手帳を所持している人 

内  容 

 １世帯につき、家具固定器具３点及びガラス飛散防止フィル

ム４枚の施工に係る費用を市が負担します。 

 家具を固定する器具、ガラス飛散防止フィルムの購入に要す

る費用を負担していただきます。 

 詳細は、防災安全課までお問い合わせください。 

☆ 新居浜市役所 市民部 防災安全課 

  ☎６５－１２８２・FAX３３－５１８０ 

家具を固定し地震被害を防ぎましょう 

 

 

 

 

 

平成２７年度大島交流センター事業の一環として、

「第１回木版画教室」を下記の要領にて開催いたし

ます。 

 お忙しい時期ではございますが、興味・関心のあ

る方のご参加をお待ちしています。 

 

❁日 時 平成 27年 5月 17日（日）午前１０時～ 

❁会 費 ５，０００円（材料費含む） 

❁講 師 真鍋 優 先生 

❁連絡先 大島交流センター ☎４５－１００６ 

 

教養講座「版画教室」のお知らせ 
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       【光化学スモッグについて】                        

 毎年、５月から９月が、光化学スモッグが発生しやすい時期といわれています。 

 万一、光化学スモッグ注意報が発令された場合には、次のことについてご配慮お願い申し上げます。 

  

１ 光化学スモッグが発生しやすい状況 

  ・日差しが強い。気温が高い。風が弱い。 

  ・遠くの山や建物がかすんで見えにくい日は要注意です。 

 

２ 光化学スモッグ注意報発令時に気をつけていただくこと 

・なるべく屋外には出ないようにし、激しい運動は避ける。 

・目やのどに刺激を感じた場合は、洗眼、うがい等し、屋内で安静にする。（窓を閉める。） 

・洗眼やうがいをしても症状がよくならない時は、医師の診察を受ける。 

 

  【微小粒子状物質（PM2.5）について】 

 東予地域において、微小粒子状物質（PM2.5）の濃度が国の暫定指針値である日平均値が１立方メートルあたり７０マ

イクログラムを超えると予測される場合に、愛媛県が注意喚起を実施します。 

  

１ 注意喚起する時間帯 

  (1)午前８時ごろ・・・屋外で活動する機会の増える日中の行動の目安として 

(2)午後１時ごろ・・・日中の濃度上昇を考慮し、午後からの活動に備えて 

※ただし、(1)により注意喚起を実施した場合には、(2)の注意喚起は実施しません。 

     

２ 注起喚起があった日の行動の目安 

  ・なるべく外出や屋外での激しい運動は控える。 

  ・呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望ま

れる。 

  ・部屋の換気や窓の開閉を必要最小限にし、外気の屋内への侵入を減らし、その吸入を減らす。 

 

 

  

    

 

    

         

 ３日（日） 憲法記念日 

 ４日（月） みどりの日 

 ５日（火） こどもの日 

 ６日（水） 振替休日  

 ７日（木） 館長部会   

 ８日（金） 主事部会 

１２日（火） 主事補部会 

１７日（日） 講座：木版画教室 

１９日（火） 研究大会部委員会 

平成２７年 春の全国交通安全運動 

 

期    間 平成２７年５月１１日（月）～ 

５月２０日（水） 

 

スローガン「思いやり ゆとりは無事故へ つづく道」 

 

運動の基本 子どもと高齢者の交通事故防止 

 

運動の重点 ・自転車の安全利用の推進 

・全ての座席のシートベルトとチャイル

ドシートの正しい着用の徹底 

・飲酒運転の根絶 

     

 

休館日 

  

 

 

 

 


